
－37－ 

Ⅲ．金属産業における賃金・労働条件の動向 
 

2003年１月には、5.47％まで悪化した完全失業率は、緩やかに回復を続け、依然として高水準では

あるものの、2005年には４％台前半へと厳しさが和らいでいる。景気回復を反映して、雇用の不足感

が強まり、正社員の採用も増加している。 

しかしながら、パート･有期雇用、派遣・請負等労働者などが雇用に占める比率は、依然として拡大

が続いている。また、長期にわたる新卒採用の抑制等によって、若年者の雇用が所得の低い層に多様

化しており、こうした状況が続けば、若年者の職業能力が蓄積されずに、中長期的な競争力・生産性

の低下といった経済基盤の崩壊や、社会保障システムの脆弱化、社会不安の増大等深刻な社会問題を

引き起こすことも懸念されている。 

また、2000年以降、賃金水準の低下や、総実労働時間の増加など、労働条件が悪化している。金属

産業の賃金水準も低下傾向となり、依然として全産業平均を下回っている。労働分配率も中期的に低

下傾向となっており、先進国の中でも低水準に留まっている。 

労働市場の変化に対応し、公正処遇を確立するために、社会的なインフラの整備が課題となってい

る。厚労省は、職業能力評価の社会基盤を作るべく、「包括的職業能力評価制度整備事業」に取り組み、

社会経済生産性本部は「能力・仕事別賃金実態調査」によって、従来の年功基準に変わる職種別の賃

金情報の整備に取り組んでいる。 

こうした中で、仕事・役割重視、絶対水準を重視した大くくり職種別賃金水準形成の取り組みや企

業内最低賃金協定の締結、法定産業別最低賃金の取り組みによって、公正な労働条件決定の確立に取

り組んでいくことが必要とされている。 

 

１．賃金の現状 

 

(1) 賃金全体の推移 

   

金属労協集計対象Ａ組合の賃金において、前年比較可能な単組における変化率を平均すると、2002

年以降マイナスになっている。また、近似線による傾向を見ると、金属産業における１人あたり付加

価値の傾向に比べ、月例賃金・年間総収入ともに伸び率の傾向が下回っている。(図表28) 

また、賃金構造基本統計調査で、労働力構成（性・学歴・年齢・勤続）を同一条件として、産業別

の所定内賃金水準の推移をみると、2000年以降、所定内賃金水準の低下が続いている。（図表29） 
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図表28 ＩＭＦ－ＪＣ集計対象Ａ組合賃金推移(対前年比･35歳標労･実在者モデル) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表29 所定内賃金水準の推移 
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(2) 賃金構造基本統計調査からみた産業別賃金比較 

   

賃金構造基本統計調査において、2000年以降、各産業における30～34歳の中位数を見ると、産業に

よって2004年に回復傾向が垣間見えるものの、全体としては低下傾向にある。また、金属産業の各産

業は、総じて全産業平均よりも低い水準にある。 (図表30) 

 

図表30 産業別賃金の推移（30～34歳・中位数） 
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賃金構造基本統計調査で、労働力構成（性・学歴・年齢・勤続）を同一条件とした産業間の賃金格

差は、産業計を100とした場合、2004年の金属産業計は96.5となり、2003年の96.3から産業計に対する

比率が高まっている。これは、金属産業の所定内賃金が低下しつつも、産業計の所定内賃金が大幅に

低下したことから、その比率が相対的に高まったことによるものと考えられる。（図表31） 

 

図表31 パーシェ式で算出した所定内賃金の産業別比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同様に、標準労働者の年齢ポイント別所定内賃金を比較すると、産業計を100とした金属産業の水準

は、35歳・高卒・男子が95.5、35歳・大卒・男子が96.4となった。（図表32） 

 

(3) 年齢による賃金構造の変化 

 

  賃金構造基本統計調査において、産業別・規模別に年齢帯ごとの特性値を使い、賃金カーブとした。

産業によって若干の違いはあるものの、以下のような傾向がある。①2000年に対し、2004年は賃金が

低下した。②賃金の低下は、中規模・小規模において顕著に見られ、1,000人以上の企業においてはほ

ぼ変わらない水準である。（図表33） 

 

(4) 成果還元の実情と国際比較 

 

2004年の労働分配率（１人あたり雇用者報酬÷就業者１人あたりＧＤＰ）は61.6％となり、中期的

に低下傾向となっている。労働経済白書で示された国民経済ベースの労働分配率の算出方法のいずれ

においても、2001年以降は低下が明らかになっている。（図表34、35） 

一方、１人あたりの付加価値の推移を産業ごとにみると、2001年、2002年と低下した付加価値が、

2003年には回復している。とりわけ金属産業では、産業計の76.6万円を大きく上回り、92.6万円とな

っている。（図表36） 
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図表32 標準労働者年齢ポイント別所定内賃金の産業間比較 
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図表33 産業別・規模別賃金カーブ（職種計・男子） 
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（注）資料出所 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」よりＪＣ労働政策局作成 
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鉄鋼業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非鉄金属製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）資料出所 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」よりＪＣ労働政策局作成 
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金属製品製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般機械器具製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）資料出所 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」よりＪＣ労働政策局作成 
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電気機械器具製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送用機械器具製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）資料出所 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」よりＪＣ労働政策局作成 
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精密機械器具製造業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）資料出所 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」よりＪＣ労働政策局作成 

 

 

図表34 国民経済ベースの労働分配率 
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図表35 国民経済ベースの労働分配率指標の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表36 産業別の１人当たり付加価値の推移 
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金属産業の労働分配率を国際比較すると、日本が61.8％であるのに対して、アメリカ74.3％、ドイ

ツ83.0％、フランス76.9％、イタリア70.0％、イギリス85.5％となり、日本の労働分配率は他の先進

各国を大きく下回っている。（図表37） 

 

図表37 労働分配率の国際比較（日本＝100） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ＪＣミニマムの動向 

 

① ＪＣミニマム(35歳) 

金属労協は、2003年闘争より「ＪＣミニマム(35歳)」を設定し、35歳における金属労協傘下組合

員の最低到達目標基準として、将来的にこれ以下はなくしていく運動を展開している。水準設定に

あたっては、35歳４人世帯の最低生計費と、35歳の賃金実態を総合的に勘案しており、具体的には

下記の水準を参考としている。（図表38） 

生計費研究会が、人事院「標準生計費」に基づき、35歳・４人世帯（配偶者・子５歳・４歳）、有

業者１人・全国平均モデルにおける標準生計費を算出しているが、最低生計費の考え方から、その

８割とすると、月あたり219,022円となる。 

総務省「家計調査」では、勤労者世帯（４人世帯・有業者１人）・全国モデルにおける消費支出の

実態を参考としています。一時金年間４カ月を前提に、ほぼ第１十分位に相当する第1五分位階級の

平均をみると、月あたりの必要賃金は197,609円となる。また、同様にほぼ中位数に相当する第3五

分位階級の平均について、最低生計費の考え方から８割の水準をみると、月あたり246,603円となっ

ている。 
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また、連合が算出した最低生計費では、４人世帯（夫婦・小学生２人）、さいたま市のモデルで、月

あたりの消費支出が276,899円となり、一時金４カ月を前提とすると、月あたりの必要賃金は230,677

円となる。これを総務省「全国物価統計調査」による地域差指数を用いて試算すると、最も物価水

準の低い沖縄県で212,659円となる。 

一方、「賃金構造基本統計調査」で2004年の賃金実態をみると、製造業・10～99人規模・35～39

歳・生産労働者（男）における、第１十分位の水準は204,900円、同様に第１四分位は、239,200円

となっている。 

また、金属労協が2000年に実施した全単組を対象とした賃金実態調査（対象組合3,738組合中1,406

組合のデータ）をみると、標準労働者（高卒・35歳・勤続17年・技能職）または実在者の賃金実態

は、規模計の第１十分位が230,500円、300人未満の第１十分位が222,540円となっている。 

 

② 最低賃金協定 

金属労協約3,500組合の2005年の最低賃金協定の締結状況は、18歳最低賃金の締結組合は1,187組

合となり、３分の１程度の組合で締結されている。このうち、月額での締結が1,145組合であり、水

準は150,369円となった。また、全従業員を対象とした最低賃金協定は、288組合が締結しており、

月額での協定が142組合、日額が66組合、時間額が215組合となっている。（図表39） 

 

図表39 １８歳最賃協定 
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③ 産業別最低賃金 

2005年６月に、労働政策審議会労働条件分科会のもとに最低賃金部会が設置され、最低賃金制度

の見直しについて論議が行われている。2005年12月もしくは2006年１月には報告書を取りまとめ、

2006年通常国会への法案提出が見込まれる。産業別最低賃金制度の見直しが焦点となっており、労

働側は、産業別最低賃金の役割・機能を継承・発展させる立場で審議に臨んでいる。 

 

(6) 一時金の動向 

 

2005年の金属労協傘下組合の一時金は、年間５カ月以上または半期2.5カ月以上が19.2％、年間4.5

カ月以上５カ月未満または半期2.25カ月以上2.5カ月未満が15.1％、年間４カ月以上4.5カ月未満また

は半期２カ月以上2.25カ月未満が24.7％、年間４カ月未満または半期２カ月未満が41.0％となった。

金属労協が最低獲得水準としている４カ月を下回る組合は、2004年の49.1％からは大きく改善したも

のの、依然として４割以上を占めている。（図表40） 

あらかじめ労使確認した算式に基づいて決定する業績連動方式を導入している組合は、2003年70組

合、2004年133組合、2005年158組合と年々増加しており、一時金の取り組みの多様化が進んでいる。 

 

図表40 一時金の決定状況 
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２．労働時間に関する動向 

 

(1) 金属産業の労働時間の動向 

 

「毎勤統計」「賃金構造基本統計調査」からみた、金属産業生産労働者の年間総実労働時間は、2001

年以降、長時間化が続いている。2004年の年間総実労働時間は、金属産業平均で2,086時間となり、３

年連続で2,000時間を超えた。このうち超過労働は272時間となっている。産業ごとに総実労働時間を

みると、一般機械器具製造業が2,171時間、自動車製造業が2,137時間、鉄鋼業が2,120時間、非鉄金属

製造業が2,040時間、金属製品製造業が2,107時間、造船業が2,075時間、電気機械器具製造業等が2,012

時間、精密機械器具製造業が1,990時間、電線・ケーブル製造業が1,959時間となっている。（図表41） 

集計対象Ａ組合の2004年度の総実労働時間は2,048時間となり、2003年度の2,021時間から26時間増

加した。所定内実労働時間は1,780時間となったが、超過労働は年間267時間となり、時短５カ年計画

を策定した1989年の232時間を大きく上回ることとなった。また、年次有給休暇の平均新規付与日数は

20.7日となっているものの、取得日数は14.2日に留まり、取得率は68.6％となっている。（図表42） 

 

(2) 不払い残業の動向 

  

不払い残業については、厚生労働省が2003年５月に「賃金不払残業総合対策要綱」および「労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を示し、労働組合としても積極的に不

払い残業撲滅に取り組んできた。2004年４月から2005年３月までの間に、是正指導を受けたうち、１

企業あたり100万円以上の割増賃金の支払いが行われた企業数は1,437企業、対象労働者数は169,111

人、支払われた割増賃金の合計は226億1,314万円となった。2001年４月から2005年３月までの累計で

は、是正企業数は3,637企業、対象労働者数は498,959人、支払われた割増賃金の合計は618億6,497万

円である。不払い残業は、労働基準法に違反するものであるばかりでなく、長時間労働や過重労働の

温床ともなっており、その撲滅を図っていくことが必要である。 

 

(3) ホワイトカラーの労働時間法制見直しの動向 

 

「規制改革・民間開放推進３か年計画」において、「労働時間規制の適用除外の拡大」を検討するこ

とが決定した。2005年４月には厚生労働省内に有識者による研究会がスタートし、労働時間規制のあ

り方、裁量労働制のあり方、労働時間規制の適用除外のあり方、年次有給休暇の取得促進、所定外労

働の削減等をテーマとしながら、アメリカのホワイトカラー・エグゼンプションを参考とした制度や

裁量労働制について議論が行われている。2005年中には報告書が取りまとめられ、2006年には、労働

政策審議会労働条件分科会での検討が開始される見込みとなっている。 
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図表42 ＪＣ集計対象Ａ組合における労働時間の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 時短促進法、労働安全衛生法等の改正 

 

2005年10月に、労働安全衛生法、労災保険法、労働保険徴収法、時短促進法が一括で改正され、2006

年４月に施行されることとなった。今回の改正では、月100時間を超える時間外労働を行った者に対す

る医師の面接指導が義務化されるなど、労働時間に着目した過重労働・メンタルヘルス対策が労働安

全衛生法に組み込まれた。また、複数就労者の事業場間移動が通勤災害の対象とされたほか、製造業

における元方事業者に対して作業間の連絡調整の措置が義務づけられた。2005年度末までの時限立法

である時短促進法は、労働者の健康で充実した生活の実現を目的とした「労働時間等設定改善法」へ

と恒久法に改正された。 

過労死等に当たる脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災補償状況をみると、2001年に認定基準が改

正されて以降、2002年度は317件、2003年度314件、2004年度は294件となっている。2004年度の製造業

は64件であり、2003年の50件から増加している。また、職種別件数は、運輸・通信従事が74件、専門

技術職が53件、管理職が53件、技能職が42件等となっている。（図表43） 
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図表43 産業別・職種別の脳・心臓疾患の業種別請求及び認定件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他の労働条件の動向 

 

(1) 60歳以降の就労確保 

 

2006年４月、65歳までの安定的な雇用確保のため、①定年年齢の引き上げ、②継続雇用制度の導入、

③定年の定めの廃止、のいずれかの措置が義務づけられる改正高年齢者雇用安定法が施行される。労

使協定によって、継続雇用制度の対象となる労働者に関わる基準を定めることができるとされている

が、法の趣旨を踏まえながら、60歳以降就労確保の３原則に基づいた制度を早期に導入していくこと

が必要となる。（図表44） 
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図表44 改正高年齢者雇用安定法のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60歳以降の就業者の理由では、「自分と家族の生活を維持するため」とする人が、60～64歳男性で

67.4％を占めており、経済上の必要性から仕事が求められている。 

また、2004年の金属産業の就業者数のうち、55～59歳の就業者が11.4％を占める一方、25歳未満は

7.7％に留まっている。団塊世代のリタイアの影響として、技能伝承等がうまく行かなくなることを挙

げる企業は、製造業で５割近くを占めており、こうした観点からも、60歳以降の就労確保が必要とな

っている。（図表45、46） 

 

 

図表45 年齢階級別金属産業の就業者数 
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図表46 団塊の世代のリタイアが与える影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金属労協では、60歳以降就労確保の３原則として、①働くことを希望するものは、誰でも働けるこ

と、②年金満額支給開始年齢と接続すること、③60歳以降就労するものについては、引き続き組織化

を図ること、を掲げて取り組みを進めている。その結果、現在、金属労協傘下約3,500組合のうち、1,832

組合で制度導入が図られている。 

 

(2) 労働災害の動向 

 

2004年の重大災害発生状況は、全産業で274件となり、2003年の249件から25件増加している。この

うち製造業では、2003年38件から2004年64件へと26件の増加となり、製造業の増加が際立って多くな

っている。 (図表47) 

 

図表47 2004年における重大災害発生状況 
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(3) 退職金・企業年金の動向 

 

2001年３月期から退職給付会計が導入され、2001年10月に確定拠出年金法、2002年４月に確定給付

企業年金法がそれぞれ施行されるなど、退職金・企業年金をとりまく環境が変化し、各企業で制度の

見直しが進められてきた。企業年金基金連合会の調査によれば、2005年10月１日現在、確定給付企業

年金は1,319件(加入者数314万人・３月末)あるが、そのうち厚生年金基金から代行返上しての移行は、

731件となった。また、企業型の確定拠出年金は1,483件（2005年８月末）となり、加入者数は155.6

万人（2005年７月末）となっている。なお、確定給付型企業年金のうち、キャッシュバランス・プラ

ンは約470件（2005年６月）が導入している。また、適格退職年金は42,761件（2005年３月末）となっ

ている。 

 

(4) 次世代育成支援対策推進法への対応 

 

「次世代育成支援対策推進法」では、各企業に対して、子育ては男女が協力して行うべきものとの

視点に立ち、仕事と家庭の両立支援のための制度整備のみならず、超過労働の削減など働き方の見直

しに資する多様な労働条件の整備を求めている。2005年４月以降、301人以上を雇用する事業主に対し

ては、「行動計画」の提出を義務づけており、300人以下の企業についても、同様の努力義務がある。

2005年９月末現在の「行動計画策定届」の届出状況は、301人以上企業では、84.4％、10,507社、300

人以下企業では1,146社となっている。 

 

(5) 雇用形態多様化への対応 

 

総務省「2004年事業所・企業統計調査」によって、産業省分類ごとの派遣・下請け従業者数をみる

と、電子計算機・同付属装置製造業が19.5％、通信機械器具・同関連機器製造業が19.4％、事務用・

サービス用・民生用機器製造業が18.8％など、上位20産業のうち半数以上を金属産業が占めている。 

厚生労働省「派遣労働者実態調査結果」によって、派遣労働者が就業している事業所において1年前

と比べた派遣労働者数の変化をみると、「増加した」事業所割合は47.8％となり、派遣労働者が大きく

増加している。産業ごとでは、製造業が53.2％となり、増加した事業所の比率が最も高く、なかでも、

機械関連製造業は62.9％となった。（図表48） 

製造業において請負労働者がいる事業所の割合は、30.7％となっている。事業所規模別にみると500

人以上79.2％、100～499人53.0％、30～99人21.9％と規模が大きいほど請負労働者がいる事業所の割

合が高い。製造業を中分類で分けると、機械関連製造業で38.6％となっており、これを事業所規模別

にみると、500人以上82.0％、100～499人58.5％、30～99人27.4％となっている。(図表49) 
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図表48 派遣労働者数の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表49 製造業における請負労働の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請負労働者がいる事業所のうち、物の製造を行う請負労働者がいる事業所の割合は23.2％となって

いる。これを事業所規模別にみると500人以上59.9％、100～499人42.4％、30～99人15.7％と規模が大

きいほど物の製造を行う請負労働者がいる事業所の割合が高い。製造業を中分類で分けると機械関連

製造業が30.7％と最も高くなっている。 

派遣労働者の賃金は、現在の派遣就業中の賃金（時間給換算額、以下同じ。）をみると、「1,000円未

満」19.2％、「1,000円～1,500円未満」52.9％、「1,500円～2,000円未満」21.2％、「2,000円以上」3.4％

となっている。主な派遣業務別に平均賃金をみると、「ソフトウェア開発」が1,711円と最も高く、次

いで「機械設計」1,605円などとなっている。一方、政令で定める26業務以外では、「一般事務」1,318

円、「販売」1,097円、「物の製造」1,100円などとなっている。（図表50） 
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図表50 派遣業務別平均賃金額（時間給換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004年の製造業のパートタイム労働者の1時間あたりの賃金は、製造業男子が1,038円、女子が833

円となっている。（図表51） 

近年、有期雇用者の急速な増大や、アウトソーシングが急拡大している中で、実態としては労働者

派遣である「偽装請負」など、さまざまな問題が指摘されている。また、派遣労働者については、労

働者派遣法の改正によって、１年を超える期間、派遣労働者を受け入れる場合、労働組合に対する意

見聴取が企業に義務づけられた。法の遵守はもとより、賃金、労働時間、安全衛生など、幅広い労働

条件について、非正社員の公正な処遇条件の確立に向けた労働組合の関与を高めていくことが必要と

なる。 

 

図表51 パートタイム労働者の産業、性別１時間あたり賃金及び対前年増減率（企業規模計） 
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(6) 男女雇用機会均等法見直しの動向 

 

2004年昨年９月以降、労働政策審議会雇用均等分科会において、男女雇用機会均等法の見直しを視

野に入れた論議が進められ、2005年７月には、審議状況について中間的な取りまとめが行われた。こ

の中では、①男女双方に対する差別の禁止、②妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止、③

間接差別の禁止、④差別禁止の内容等、⑤ポジティブ・アクションの効果的推進方策、⑥セクシャル

ハラスメント対策、⑦男女雇用機会均等の実効性の確保、⑧女性保護、母性保護、について審議状況

をとりまとめ、広く意見募集を行った。９月には審議が再開され、年内の建議が見込まれている。 

 

 




